
※
申
請
が
遅
れ
る
と
、
遅
れ
た
月
分
の
手
当

を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
手
続
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
請
求
者
の
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し

・
請
求
者
名
義
の
金
融
機
関
の
口
座
番
号
が

分
か
る
も
の

○
対
象
者
の
み
次
の
書
類
も
添
付

し
て
く
だ
さ
い

・
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

【
前
年
分
】

（
他
市
町
村
よ
り
転
入
し
て
来

ら
れ
た
場
合
）

・
児
童
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
省

略
の
な
い
住
民
票
（
対
象
児
童

が
町
外
に
住
所
を
有
す
る
場

合
）

・
そ
の
他
支
給
事
由
や
状
況
に
応

じ
て
必
要
な
書
類
平
成
27
年
4

月
か
ら
各
種
手
当
額
が
変
更
に

な
り
ま
す

平
成
27
年
4
月
か
ら
各
種

手
当
額
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

平
成
27
年
度
の
各
種
手
当
額
に
つ
い
て
、

「
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当

の
額
な
ど
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」

が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
左
の
表

の
と
お
り
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

④
請
求
者
が
父
（
母
）
の
場
合
、
児
童
が
母

（
父
）
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
き
。

（
父
（
母
）
障
害
該
当
の
場
合
を
除
く
）

⑤
児
童
が
障
害
を
有
す
る
父
（
母
）
に
支
給

さ
れ
て
い
る
公
的
年
金
の
加
算
対
象
に

な
っ
て
い
る
と
き
。

た
だ
し
、
両
親
の
一
方
が
児
童
扶
養
手
当

法
施
行
令
で
定
め
る
障
害
に
あ
る
こ
と
で
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

配
偶
者
の
障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加
算
と
の

受
給
変
更
が
可
能
で
す
。

児
童
手
当

出
生
か
ら
中
学

校
修
了
ま
で
（
15

歳
に
達
し
た
後
最

初
の
3
月
31
日
ま

で
）
の
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
方

に
支
給
さ
れ
ま

す
。
公
務
員
（
独

立
行
政
法
人
な
ど
は
除
く
）
の
方
は
所
属
庁

か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
。

児
童
手
当
は
、
原
則
、
申
請
し
た
月
の
翌

月
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
事
由
発

生
日
（
お
子
さ
ん
の
出
生
日
な
ど
）
の
翌
日

か
ら
数
え
て
15
日
以
内
の
申
請
で

あ
れ
ば
、
翌
月
の
申
請
で
あ
っ
て
も
事
由

発
生
月
に
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

所得制限限度額 支給月額（平成 24 年 6 月～）

0 歳～ 3 歳未満（一律） 15,000 円

3 歳～小学校修了前
（第 1 子・第 2 子） 10,000 円

3 歳～小学校修了前
（第 3 子以降） 15,000 円

中学生（一律） 10,000 円

所得制限限度額以上（一律） 5,000 円

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円）

0 人 622.0 833.3
1 人 660.0 875.6
2 人 698.0 917.8
3 人 736.0 960.0
4 人 774.0 1002.1
5 人 812.0 1042.1

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています
ので、ご注意ください。

各種手当変更額 平成 27 年 3 月まで 平成 27 年 4 月から

児童扶養
手当

児童 1 人

全部支給（月額） 41,020 42,000

一部支給（月額） 41,010 ～ 9,680 41,990 ～ 9,910

児童 2 人以上の加算額
2 人目：5,000 円加算、

3 人目以降 1 人につき 3,000 円
（変更なし）

特別児童
扶養手当

1 級 49,900 51,100

2 級 33,230 34,030

障害児福祉手当 14,140 14,480

特別障害者手当 26,000 26,620
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